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独立行政法人国際観光振興機構 令和 4 年度計画 目次 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

（１）  訪日プロモーション業務 

（２）  国際会議等の誘致・開催支援業務 

（３）  国内受入環境整備支援業務 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１）  組織運営の効率化 

（２）  業務運営の効率化 

（３）  業務の電子化及びシステムの最適化 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１） 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（２） 財務運営の適正化 

（３） 自己収入の確保 

 

４．短期借入金の限度額 

 

５．不要財産又は不要財産になることが見込まれる財産の処分に関する計画 

 

６．重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

 

７．剰余金の使途 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１） 内部統制の充実 

（２） 情報セキュリティ対策の推進 

（３） 活動成果等の発信 

（４） 関係機関との連携強化 

（５） 人事に関する計画 

（６） 独立行政法人国際観光振興機構法（平成１４年法律第１８１号） 

第１０条第１項に規定する積立金の使途 

 

別紙  
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独立行政法人国際観光振興機構（以下、「機構」という。）の第四期中期計画を実行するため、

令和 4 年度における業務運営に関する計画を以下のとおり定める。 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとる

べき措置 

 

（１）訪日プロモーション業務 

① 国別戦略に基づくプロモーションの徹底 

 訪日プロモーション事業の実施主体として、定量的な調査結果等による市場分析に基づき 訪日

プロモーション重点市場毎に戦略を策定する。 

 事業の実施にあたっては政府目標（訪日外国人旅行者数のほか、訪日外国人旅行消費額、地

方部での外国人延べ宿泊者数等）の達成に向けて、海外及び日本の新型コロナウイルス感染症

の状況や出入国規制の動向、また、ウクライナ情勢やこれによる国際交流への影響等を踏まえつ

つ、ターゲット層を明確にしたうえで、ウェブサイトやソーシャルネットワークサービス（SNS）での情

報発信（コロナに係る安全・医療情報を含む）、広告の出稿、海外広報、インフルエンサーやメディ

アの招請などにより訪日旅行の認知率・興味関心度・想起率向上を図る。特にウェブサイトや SNS、

広告での情報発信に加え、在日海外向けメディアとの連携強化や海外事務所が行う海外メディア

との連携・支援を通じ海外広報の強化を行い、日本の魅力発信を強化する。また、商談会の開催、

有力旅行会社キーパーソンの日本への招請により競争力の高い訪日旅行商品の造成を促進す

るとともに、機動的に航空会社や旅行会社と連携し広告等を行い、訪日旅行の予約率向上を目指

す。 

 さらに、観光客の受入再開後を見据え、オリンピック・パラリンピック東京大会により日本への関

心が高まったことを踏まえつつ、日本のデスティネーションとしての国際競争力強化をさらに図る

べく、旅行消費額増に資する高付加価値旅行の推進のための取組のほか、国際的な関心の高ま

りを背景とした、サステナブル・ツーリズムやアドベンチャー・トラベルの推進、また、ガストロノミー、

アート等に関する観光情報の発信や、関西・大阪万博に向けた取組の検討を進める。 

 取組を進めるうえでは、政府目標を踏まえ、個々の事業ごとの定量的目標（KPI）に基づき事業

成果を厳格に管理するなど PDCA サイクル化を徹底し、適正かつ効果的に事業を実施する。ま

た、各国の状況に精通している外国人有識者等の知見を活用する。更に、滞在期間が長く、旅行

消費額も多い欧米豪を中心とした旅行者や特定の分野に関心を有する旅行者の旅行意欲をかき

立てる魅力的な情報発信素材や動画等のプロモーションツールを拡充し、デジタルマーケティング

を駆使して日本の多様な魅力への接触機会を増やし、訪日旅行への関心・意欲を効果的に高め

るためのプロモーションを、創意工夫の上、実施する。事業の運営については、SDGs を意識して

行う。 

 

数値目標 

・令和 4 年度中に、機構のソーシャルネットワークサービスのファン数を 1,000 万人にする。 

・令和 4 年度中に、機構が作成するウェブサイト等の年間ユーザー数を 5,000 万人にする。 
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・機構が提供する訪日旅行商品の販売、造成のための商談件数を年 33,600 件以上とする。 

・商談参加者の評価が、4 段階評価で最上位の評価を得る割合が 45％以上となることを目指す。 

・機構が招請したメディアが作成した番組・記事の接触者数を年 3.6 億人以上とする。 

 

② デジタルマーケティングの本格導入 

 世界的な個人情報保護の高まりに対応するため、DMP（データマネジメントプラットフォーム）の

運用を変更しつつ、本部と海外事務所が連携し、デジタルデータ及び各種調査・統計データに基

づくマーケティングを実施する。また、分析結果を活用した SNS 投稿内容の改良や、多言語ウェ

ブサイトのコンテンツ拡充・動線改善、広告手法・内容の見直しなどにより、プロモーションの高度

化を図る。また、プロモーションで利用する画像・映像等を組織内で共有するシステムの機能を拡

充し、効率的なプロモーションを実施する。 

 さらに、データ分析を基にした自治体等へのコンサルティング等を通じて自治体等の情報発信の

質向上を支援する。 

 

数値目標 

・令和 4 年度中に、機構のソーシャルネットワークサービスのファン数を 1,000 万人にする。 

・令和 4 年度中に、機構が作成するウェブサイト等の年間ユーザー数を 5,000 万人にする。 

 

③ 訪日外国人旅行者の戦略的誘客の実現 

 観光客の受入再開後を見据え、海外現地目線の訪日プロモーションを一層的確に推進するため、

本部・海外事務所においてマーケティングなどの専門人材を配置し、事業パートナーに対し、出入

国規制やコロナ禍の旅行需要の動向等に関する情報提供を行うとともにオンラインを活用したコ

ンサルティングを積極的に実施し、より効果的な訪日外国人旅行者の誘客につなげる。ウェブサ

イトや SNS、広告での情報発信に加え、在日海外向けメディアとの連携強化や海外事務所が行う

海外メディアとの連携・支援を通じ海外広報の強化を行い、日本の魅力発信に努める。 

 また、在外公館、他の独立行政法人、地方自治体、民間企業等と連携を行い、イベントやセミナ

ーの開催、情報発信等オールジャパン体制での誘客を状況に合わせて臨機応変に行うとともに、

デスティネーション・ブランド強化を推進する。 

 さらに、地方への訪日外国人旅行者の誘客のために、地方運輸局、地方自治体・DMO 等との

連携の促進や機構が行う調査結果の共有等を踏まえ、外国人目線ニーズ等の情報提供や相談

対応、地域の観光資源をプロモーションしていくための助言を実施する。また、良質な観光コンテ

ンツの収集・活用や、JNTO 日本語ウェブサイトによる国内向け情報発信などを通じて、地方が行

うプロモーションの質の向上を支援する。 

 

数値目標 

・事業パートナーに対し、海外事務所員や本部職員による個別コンサルティングを 4,000 件以上

実施し、インバウンド関係者の育成とインバウンドビジネスの活性化を目指す。 

・事業パートナーに対する調査において、機構からの情報提供が、4 段階評価で最上位の評価を
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得る割合が 50%以上となることを目指す。 

・地方公共団体等国内関係主体を対象に、各種研修会、ワークショップ、セミナー等を年間 25 回

以上開催し、地方への誘客等につながる的確な情報やノウハウを提供する。 

 

（２）国際会議等の誘致・開催支援業務  

 我が国の MICE （Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition/Event の総称）推進におい

ては、「観光立国推進基本計画」（平成 29 年 3 月 28 日閣議決定）に位置づけられている「アジア

主要国における国際会議の開催件数に占める割合 3 割以上・アジア最大の開催国」の達成に貢

献するよう、引き続き国際会議誘致に関する取組を強化し、案件の多い中小規模の会議を中心に

案件発掘を行う。また、MICE 全体に対する誘致策を促進する必要があることから、今後開催予

定の 2025 年大阪・関西万博も見据え、情報発信を含めた効果的なプロモーション活動を行い、

MICE の誘致につなげるよう留意する。 

 上記を踏まえ、令和 4 年度の具体的な活動としては、海外においては各種 MICE 関連団体等と

の国際ネットワークを活用し、世界の MICE 市場の動向及び競合する都市や団体による誘致活動

に関する情報の収集力・分析力を強化し、今後の市場トレンドの把握や課題の整理を図る。併せ

て、国内 MICE 関係者に対して、海外 MICE 市場動向に関する最新情報を提供する。また、日

本の MICE ブランド・コンセプトに基づき、デスティネーションとしての日本への関心を喚起するコ

ンテンツやコロナ禍における MICE 開催の不安払拭に繋がる情報を発信し、オウンドメディアを

軸としたデジタルマーケティングを展開する。 

 また、国際会議の誘致に関しては、大学・学会・産業界等国内主催者との一層の関係強化・支

援強化に取り組む。これらの活動に際し、地域のコンベンションビューローとの役割分担を明確に

して効率化を図る一方、我が国のナショナルコンベンションビューローとしての機能を強化する。 

 更に、ミーティング（M）、インセンティブ（I）については、ポストコロナにおける再開を見据え、高

付加価値旅行、サステナブル・ツーリズム、アドベンチャー・トラベル等に関連したコンテンツ情報

の発信を積極的に行う。また、日本全体の誘致力を強化するため、国内のコンベンションビューロ

ー職員等を対象に、ハイブリッド等の新たな会議様式への対応および MICE 会場や開催地の

SDGs への対応など、経験値に合わせた段階別の体系的な人材育成プログラムを提供する。 

 なお、これらの各種取組に当たっては、成果の最大化の観点から、支援対象等の選択と集中の

徹底及び効率的な実施に留意することとする。 

 

数値目標 

・海外の国際会議・インセンティブ旅行主催者等と、機構、国内の地方公共団体及び民間事業者

等との商談件数を年 3,400 件以上とする。 

・商談参加者に対する調査において、商談の評価が、４段階評価で最上位の評価を得る割合が

30％以上となることを目指す。 

 

（３）国内受入環境整備支援業務  

訪日外国人旅行者の利便性・満足度を向上させるため、国内における受入環境整備として、外
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国人観光案内所の認定・支援を行う。「観光立国推進基本計画」を踏まえ、特に、多言語で案内が

行える質の高い認定観光案内所を増やすため、観光庁・運輸局と連携し、未認定観光案内所に

対し認定制度の説明を行い、認定申請を促すほか、認定観光案内所については、実態調査の結

果を踏まえ、研修を実施するなど支援サービスを強化する。 

また、認定観光案内所間における密接な情報共有が可能な仕組みの構築・ネットワークの拡充

を図る。認定・更新については電子申請システムおよび認定案内所の管理データベースを活用す

ることにより、簡略化・円滑化に向けた改善を積極的に行う。 

ツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）については、機構のネットワークや民間のノウハ

ウを取り入れた効果的な運営により、対面による質の高い情報提供を行うとともに、案内所支援

業務の中核として全国の案内所との連携を強化する。研修会、連絡会等においても模範的な案

内や情報・資料等、教育・指導的役割を果たす。さらに、ウェブ、モバイル等の ICT を活用した訪

日外国人旅行者にとって利便性の高い観光情報提供機能の拡充を図る。 

通訳案内士制度については、訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に対応するため、通

訳案内士法（昭和 24 年法律第 210 号）が改正され、通訳案内士の業務独占規制が廃止されると

ともに、全国通訳案内士試験においては、平成 30 年度より筆記試験科目に通訳案内の実務を加

える等の試験科目・内容の見直しが行われた。新たな制度の元で安定的に実施していくため、更

なる事務の効率化等を図りながら、全国通訳案内士試験の実施に関する事務を行っていく。 

 

数値目標 

・外国人観光案内所に対する調査において、機構からの支援サービスの評価が、４段階評価 

で最上位の評価を得る割合が 70％以上となることを目指す。 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１）組織運営の効率化  

「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光立国推進基本計画」を踏まえ、また、市場の動

向を見極めつつ、プロモーション効果の最大化を図る観点から、海外事務所の整備を進めるなど、

組織体制の強化に向けた取組を引き続き推進する。 

また、市場のニーズに即応し、現地目線のきめ細かな訪日プロモーションを推進していくため、

海外事務所に一定の権限を与え、迅速な意思決定を可能にするとともに、海外事業者のより一層

の活用（海外契約）に努める。 

加えて、人材の面から組織力の向上を図るため、適材適所の人事配置、専門的な知見を有す

る人材や有能な現地職員の登用、研修等による職員の戦略的な育成の推進、人事評価に基づく

処遇の実施等の人事上の取組のほか、経営理念の理解促進等の取組を進める。 

海外事務所については、成果指標に基づき厳格に評価を実施し、国のインバウンド政策及び市

場の動向も踏まえつつ、予算や人員等の経営資源の配分等について不断の見直しを行う。 

なお、SDGs を踏まえた取組を行い、多様性の確保、環境保全への貢献や働きやすい職場環

境の整備等につなげる。 
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（２）業務運営の効率化 

① 効率化目標の設定等 

運営費交付金を充当して行う業務については、今中期目標期間中、一般管理費（人件費、公租

公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）及び業務経費

（公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）の合計

について、毎年度平均で前年度比１．２５％以上の効率化を行う（ただし、新規に追加される業務、

拡充業務は対象外）。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について検証した上で、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表するも

のとする。 

 

② 調達等合理化の取組 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大

臣決定）等を踏まえ、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する

観点から、外部有識者及び監事から構成される契約監視委員会を活用して個々の契約案件の事

後点検を実施する。また、毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づき、一者応札の改善等の

取組を着実に実施する。 

 

（３）業務の電子化及びシステムの最適化 

業務運営の簡素化及び効率化を図るため、引き続き ICT の活用等による業務の電子化に取り

組むとともに、セキュリティが確保されたクラウドサービス等の活用によりシステムの最適化を推

進する。 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和 3 年 12 月 24 日

デジタル大臣決定）に則り、PMO を設置し、情報システムの適切な整備及び管理を行う。 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 別紙のとおり  

 

（２）財務運営の適正化  

「独立行政法人会計基準」（平成 12 年 2 月 16 日 独立行政法人会計基準研究会策定、平成

27 年 1 月 27 日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が

原則とされたことを踏まえ、収益化単位としての業務ごとに予算と実績の管理を行う。 

また、独立行政法人会計基準等を遵守し、適正な会計処理に努める。 

なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況のほか、

新型コロナウイルス感染症による財務への影響にも留意した上で、厳格に行う。 

 

（３）自己収入の確保 
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賛助団体・会員制度について、日本を代表する幅広い業種とのパートナーシップを構築するとと

もに、デジタルマーケティングを含む賛助団体・会員向けの取組の充実等を通じて、コロナ禍にお

ける賛助団体・会員数の推移に留意しつつ、自己収入の拡大に努める。 

 

４．短期借入金の限度額 

予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額は、 

１００百万円とする。 

 

５．不要財産又は不要財産になることが見込まれる財産の処分に関する計画 

なし 

 

６．重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

なし 

 

７．剰余金の使途 

訪日プロモーション等業務、国内受入環境整備支援業務、業務の改善・質の向上のための環

境の整備に充てる。 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１）内部統制の充実 

内部統制については、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成

26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）を踏まえ、内部規程の整備、業務運営方針や組

織・業務目標の明確化を行い、役職員による共有を図るとともに、定期的に業務実績や課題を整

理し、また、機構の運営・事業に関わるリスク管理を高度化するなど、内部統制の仕組みが有効

に機能することを確保する。 

法令等について職員等に対する周知、研修等を通じ、個人情報や法人文書の適切な管理を含

め、機構全体のコンプライアンスの更なる徹底を図る。また、機構の運営・事業に関わる海外の法

令等に対しては、その内容や最新の状況に十分留意し、適切な措置を講じる。 

このほか、内部監査や外部監査等を踏まえ、機構の運営・事業実施の改善を適切に進める。 

 

（２）情報セキュリティ対策の推進 

「サイバーセキュリティ戦略」（令和 3 年 9 月 28 日閣議決定）等の政府方針を踏まえ、関連する

規程類の策定・見直しを行うとともに、情報セキュリティインシデント対応の訓練や保有個人情報

の保護を含む情報セキュリティ対策に関する教育などの対策を講じるほか、保守・管理体制を強

化し、情報システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に

取り組む。 

また、上記の対策の実施状況を把握し、PDCA サイクルにより情報セキュリティ対策の改善を

図る。 
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（３）活動成果等の発信 

訪日プロモーションに係る取組の目的や必要性、その成果について、ホームページや広報活動

等を通じて国民にわかりやすく説明するとともに、政府が掲げる目標の達成のために、どのような

貢献をしているのかが明確となるような情報発信に努める。 

その一環として、機構のウェブサイトを改修し、モバイル対応・アクセシビリティ対応といった機

能を追加するとともに、複数ある国内向けサイトを統合することにより、ユーザビリティを向上させ、

インバウンド関係者や国民が求める情報の充実化を図る。 

 

（４）関係機関との連携強化 

在外公館の他、環境省、農水省、文化庁等の関係省庁、事務所の共用化・近接化を進めてい

る独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人日本貿易振興機

構等の政府関係法人、地方自治体や広域連携 DMO、インバウンドに取り組む関係団体・民間企

業等とより一層緊密な連携を図る体制を構築し、在外公館等連携事業を活用した海外におけるイ

ベントやセミナーの開催等、オールジャパンで、戦略的、効率的かつ効果的な訪日プロモーション

を状況に合わせて臨機応変に実施する。 

 

（５）人事に関する計画 

必要な体制を確保し、効率的かつ効果的な業務運営を行うため、中途採用を含む人材確保を

進めるとともに、適材適所の考え方にたって、国内、海外における適切な人事配置を行う。また、

地方自治体・民間事業者等からの専門的な知見を有する人材の活用や有能な現地職員の登用

を行う。 

また、職員の戦略的な育成を推進するため、キャリアパスの明確化や人材育成の体系化を進

めるとともに、内外の研修等を活用しマーケティング分野をはじめとする実践的な能力啓発を行う。 

さらに、職員の意欲向上を通じ組織を活性化させるため、能力と実績に基づく人事評価を行い、

これに応じた処遇を行うほか、経営理念の理解促進、理事長表彰等の仕組みを活用する。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について検証した上で、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表するも

のとする。 

また、本部・海外事務所において、勤怠管理システムを活用し、職員の適切な労働時間の把握

及び勤怠管理を行い、超過勤務の抑制を図るほか、職員が安心して働けるよう労働環境の確保

に努める。 

 

（６）独立行政法人国際観光振興機構法（平成１４年法律第１８１号）第１１条第１項に規定する積

立金の使途 

前期中期目標期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第４４条の処理を行った後

の積立金に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額について、前期中期目標期間終了

までに自己収入財源で取得し、当期中期目標期間に繰り越した固定資産の減価償却に要する費



 

10 
 

用等に充当する。 
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年度計画別紙 （年度計画 3.-(1)部分） 

 

予算（人件費の見積りを含む。）、収支及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙

一般勘定

１．予算 （単位：百万円）

区分  訪日プロモーション等業務 国内受入環境整備支援業務 法人共通 合計

収入

運営費交付金 5,882 35 623 6,540

寄附金等収入 285 14 6 305

事業収入 452 87 -                        540

事業外収入 3 3 1 7

計 6,623 139 630 7,392

支出

業務経費 16,265 69 -                        16,335

受託等経費 374 70 -                        444

人件費 2,158 0 538 2,696

一般管理費 497 0 92 589

計 19,294 139 630 20,063

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。

　[人件費の見積り]　2,263百万円を支出する。

　　　　　　　　　　当該人件費の見積もりは、予算表中の人件費の内、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

　[運営費交付金算定ルール]　別添のとおり。

　[注記]　退職手当については、役員退職手当支給基準及び職員退職手当支給基準に基づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。

２．収支計画 （単位：百万円）

区分 訪日プロモーション等業務 国内受入環境整備支援業務 法人共通 合計

費用の部 19,374 139 650 20,163

経常費用 19,374 139 650 20,163

業務経費 16,265 69 -                        16,334

受託等経費 374 70 -                        444

一般管理費 2,655 0 630 3,285

減価償却費 79 0 20 99

収益の部 19,374 139 650 20,163

運営費交付金収益 18,553 35 623 19,211

国際観光振興事業収入 738 101 6 845

資産見返運営費交付金戻入 79 0 20 99

事業外収益 3 3 1 7

純利益 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0

前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 0 0 0

総利益 -                        -                        -                        -                        

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。

３．資金計画 （単位：百万円）

区分 訪日プロモーション等業務 国内受入環境整備支援業務 法人共通 合計

資金支出

業務活動による支出 19,294 139 630 20,063

次期への繰越金 -                        -                        -                        -                        

計 19,294 139 630 20,063

資金収入

業務活動による収入 6,623 139 630 7,392

運営費交付金による収入 5,882 35 623 6,540

寄附金等収入 285 14 6 305

事業収入 452 87 -                        540

事業外収入 3 3 1 7

計 6,623 139 630 7,392

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。

独立行政法人国際観光振興機構　予算、収支計画、資金計画　総表（2022年度）
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別紙

国際観光旅客税財源勘定

１．予算 （単位：百万円）

区分 訪日プロモーション等業務 国内受入環境整備支援業務 法人共通 合計

収入

運営費交付金 1 - - 1

計 1 -                        -                        1

支出

業務経費 2,562 -                        -                        2,562

計 2,562 -                        -                        2,562

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。

　[運営費交付金算定ルール]　別添のとおり。

２．収支計画 （単位：百万円）

区分 訪日プロモーション等業務 国内受入環境整備支援業務 法人共通 合計

費用の部 2,562 -                        -                        2,562

経常費用 2,562 -                        -                        2,562

業務経費 2,562 -                        -                        2,562

収益の部 2,562 -                        -                        2,562

運営費交付金収益 2,562 -                        -                        2,562

純利益 -                        -                        -                        -                        

前中期目標期間繰越積立金取崩額 -                        -                        -                        -                        

総利益 -                        -                        -                        -                        

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。

３．資金計画 （単位：百万円）

区分 訪日プロモーション等業務 国内受入環境整備支援業務 法人共通 合計

資金支出

業務活動による支出 2,562 -                        -                        2,562

次期への繰越金 -                        -                        -                        -                        

計 2,562 -                        -                        2,562

資金収入

業務活動による収入 1 -                        -                        1

運営費交付金による収入 1 -                        -                        1

計 1 -                        -                        1

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が一致しない場合がある。

独立行政法人国際観光振興機構　予算、収支計画、資金計画　総表（2022年度）
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